
※会館利用の承認後に、利用申込みの取消しの申出をされた場合、取消料をお支払いいただきます。詳細はお問合せください。

今後とも、当館を御利用いただきますよう、何卒よろしくお願いいたします。

➀希望する利用期間について

重複がなかったとき、
重複を調整できたとき

7か月前の末日
●「会館利用承認予定者決定通知書」
を利用者様に通知します。

会館の利用申込みから利用料金の精算までの流れ
一般財団法人福井県産業会館
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6か月前
●会館利用承認予定者決定通知後、
2週間以内に「会館利用承認申請書」
を提出していただきます。

5か月前
●会館利用承認日から1か月以内に
利用料金(施設の利用料金の部分
のみ)をお支払いいただきます。
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利用開始日

利用終了後の精算

利用後2週間以内に、追加費用(施設の時間外料金、設備、冷暖房、電気、水道等の利用料)を、お支払いいただきます。
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7か月前の末日
●「会館利用希望抽選通知書」により
抽選日時（翌月の20日までの間で、
理事長が指定した日時）を
利用者様に通知します。

6か月前の20日まで
●抽選日に出席し、抽選していただく
こともできます。

●当日に都合がつかない場合には、
2希望日からいずれかを選択し、
その旨をご連絡ください。
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6か月前の末日まで
●「会館利用承認予定者決定通知書」
により、会館利用承認予定者として
利用者様に通知します。

5か月前
●会館利用承認予定者決定通知後
2週間以内に「会館利用承認申請書」
を提出していただきます。

4か月前
●会館利用承認日から1か月以内に利用料金(施設の利用料金の部分のみ)をお支払いいただきます。
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7か月前の末日
●利用者様に、
ご希望の利用期間について、
添えない旨を通知します。
また当館の空き状況をお知らせ
します。
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6か月前の21日から
●利用者様に、抽選の結果により、
ご希望の利用期間に添えない旨を
通知します。また当館の空き状況
をお知らせします。
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6か月前の21日から
●空き状況をご確認いただいた上で、ご希望の利用期間について
「会館利用承認申請書」を提出していただきます。
ただし、受付は、先着順とさせていただきます。
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5か月前
●会館利用承認申請後、2週間以内に「会館利用承認書」を利用者様に通知します。
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6か月前
●会館利用承認申請後、2週間以内に
「会館利用承認書」を利用者様に
通知します。

12か月前
●「会館利用承認申請書」
を提出していただきます。
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12か月前
●会館利用承認申請後、2週間以内に
「会館利用承認書」を利用者様に
通知します。

11か月前
●会館利用承認日から1か月以内に
利用料金(施設の利用料金の部分
のみ)をお支払いいただきます。

4か月前
●空き状況をご確認いただいた上で、
ご希望の利用期間について
「会館利用承認申請書」を提出して
いただきます。ただし、受付は、
先着順とさせていただきます。
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4か月前
●会館利用承認申請後、2週間以内に
「会館利用承認書」を利用者様に
通知します。
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3か月前
●会館利用承認日から1か月以内に
利用料金(施設の利用料金の部分
のみ)をお支払いいただきます。
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③希望する利用期間について
➀・②以外の利用希望者のとき

一部施設（1号館展示場・2号館展示場・本館展示場など）を利用されるとき

会館利用希望書を提出される方 会館利用希望書を未提出の方

5か月前
●空き状況をご確認いただいた上で、
ご希望の利用期間について
「会館利用承認申請書」を提出して
いただきます。ただし、受付は、
先着順とさせていただきます。

利
用
者
様

会

館

5か月前
●会館利用承認申請後、2週間以内に
「会館利用承認書」を利用者様に
通知します。
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4か月前
●会館利用承認日から1か月以内に
利用料金(施設の利用料金の部分
のみ)をお支払いいただきます。
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会議室または商談室のみ

を利用されるとき
全館を利用されるとき

②希望する利用期間について
重複があり、調整不調のとき


